
大津市大河ドラマ「光る君へ」活用推進事業支援補助金の
対象事業拡充についてのご案内

＜周遊キャンペーン・イベント等実施促進補助金＞

申請期間

令和５年１０月２３日（月）～１２月３１日（日）

※予算額に達し次第終了します。

申請書類

• 大津市大河ドラマ「光る君へ」活用推進事業支援補助金交付申請書（様式第１号）

• 事業計画書

• 経費内訳書

申請方法

メール、郵送または持参

［提出先］

大津市大河ドラマ「光る君へ」活用推進協議会（事務局：大津市産業観光部観光振興課）

メール：otsu1604@city.otsu.lg.jp

郵送先：〒520-8575 大津市御陵町３－１

実績報告について

事業完了後３０日以内、または令和６年１月３１日（水）のいずれか早い日までに、実績報告書

の提出をしてください。

問合せ先

周遊キャンペーン・イベント等実施促進補助金について

大津市産業観光部観光振興課

ＴＥＬ：077-528-2756

メール：otsu1604@city.otsu.lg.jp

主旨

令和５年７月２４日に創設しました大津市大河ドラマ「光る君へ」活用推進事業支援補助金につい

て、事業者等が実施する大津市における観光振興に資する取組の更なる支援を進めるため、補助対

象事業を拡充します。

詳細は大津市ホームページ及び補助金

交付要綱をご確認ください。



補助対象者

次の各号のいずれかに該当する事業者とする。

• 大津市内に事業所を有し事業を営む者により組織される団体（同業種団体、組合等）

• その他、会長が対象者と認める者

補助事業

次のいずれにも該当する事業

• 大河ドラマ「光る君へ」の放送を契機とした周遊キャンペーン・イベント等を実施する事業

• 大津市内で開催する事業

• 当該年度において、１事業者につき１回の申請であること。

補助金額

補助対象経費の２分の１に相当する額。ただし、３０万円を上限とする。

補助対象経費

補助事業の実施に要する次に掲げる経費であって、会長が必要と認めるもの。

但し、既存事業にあっては、大河ドラマ「光る君へ」の放送を契機とした取組で、新たに発生した

経費に限る。

※交付申請・決定後に行った事業に要した経費が対象となりますのでご注意ください。

周遊キャンペーン・イベント等実施促進補助金について

費目 内容

報償費 事業出演者や司会者等への謝金、謝礼 等

旅費 事業出演者等に支払う旅費の実費相当分

消耗品費 事業準備及び開催にあたって必要となる消耗品の購入費 等

燃料費 ガソリン代等

情報発信費
事業実施や告知・当日案内のためのパンフレット等制作に係る

経費

食糧費 事業実施に際し不可欠と認められる材料費

通信運搬費 事業準備及び実施に要する切手・はがき代、郵送料、通信料

保険料 行事保険、損害保険等

手数料 振込手数料等

使用料 会場使用料、音響等使用料、その他レンタル機器使用料

備品購入費
事業実施に必要な備品（レンタルやリースでは対応できない必

要物品に限る。）

委託費
事業の企画・実施に係る経費

会場設営や警備の委託などに必要な経費

その他 会長が特に必要と認めたもの



①補助金交付申請書類の作成・提出

下記書類を準備し、メール、郵送または持参により提出してください。

□ 大津市大河ドラマ「光る君へ」活用推進事業支援補助金交付申請書（様式第１号）

□ 事業計画書

□ 経費内訳書

※上記書類のほか、必要と認められるものの提出を求めることがあります。

②補助金の交付の決定

交付申請書類受付後、審査の上で交付決定通知書を発送します。

③事業の実施

④実績報告書類の作成・提出

補助対象事業の実施・支払等がすべて完了後３０日以内、または令和６年１月３１日（水）のいずれか

早い日までに、下記書類を準備し、メール、郵送または持参により提出をしてください。

□ 大津市大河ドラマ「光る君へ」活用推進事業支援補助金実績報告書（様式第１２号）

□ 事業報告書

□ 経費内訳書

□ 領収書等の写し（明細のわかるもの）

□ 事業の実施が確認できるもの（作成した成果物や実施写真等）

※上記書類のほか、必要と認められるものの提出を求めることがあります。

⑤完了検査・補助金額の確定

実績報告書類受付後、審査の上で補助金額の確定を行い、補助金確定通知書を発送します。

※補助金確定額は実績に基づくため、交付決定額と異なることがあります。

⑥請求書の作成・提出

補助金確定通知書を受理してから、速やかに交付請求書を作成し、提出してください。

⑦補助金の交付

申請から補助金交付までの流れ
必要な様式は大津市ホームページから

ダウンロードしてください。


